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起
債
帯
祝
比
較
論

起

債

増

税

比

較

論

第

問
題
の
出
器
輸

第
四
十
七
巻

四
六
六

第
四
銃

六郎

町
旧
作
大
戦
直
後
即
ち
大
正
八
年
一
一
一
月
に
大
殿
省
臨
時
調
査
局
金
融
部
は

一
-
世
界
戦
争
に
於
け
る
戦
費
及
財
源
市
町
内
珂
」

な
公
け
に
し

汐

見

た
c

共
の
一
去
に
於
て
、
世
界
大
戦
に
要
し
た
る
各
国
の
戦
費
の
財
源
を
軍
事
資
金
、
政
府
一
時
借
入
金
、
内
外
大
蔵
省
詮
務
、
内

外
園
庫
債
務
、
内
外
長
期
公
債
、
新
税
及
増
税
、
共
の
他
に
分
っ
て
ゐ
る
。
英
、
働
、
米
、
伊
、
露
、
相
測
の
分
を
集
め
、
更
に
新
税

及
増
税
財
源
が
公
債
財
源
に
占
む
る
比
率
を
一
不
す
と
突
の
如
〈
で
あ
る
。

濁露伊米働英(

音音音 l
高高高|

弗法号!

1 車
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i省内

ち三= 完 ー | 理 外
JJJ  FJJ!阻大

言宅美!這三 I~亙l
I J車内

弓 弓|債外
4 主主主主宅石 I'参園
芸弓 o 三L三三二包ー主'--1 ーー

茜一一一六 1期内
面三ミ RFZ=三つ|公舛ト

三二E き型空!債長
ノ、 当乏一二主;.....2里L 芸」ー| 一一l

- げ骨折
ーー-三三 E羽 ーー 長仔

豆Z54童il 云l税:五
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喜美主室主豆 Ilfhlli 
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る公砥
百債及

三 l分に 骨
|比占楓

(
百
高
利
)

(
百
高
留
)

(
百
高
麻
)

二子圭，...ヨE

巌
密
怠
る
統
計
墜
上
の
問
題
は
暫
〈
措
き
本
表
を
共
催
に
信
や
る
と
、
戦
費
財
源
の
中
で
最
も
目
立
つ
の
は
公
債
と
新
税
及
埼
税
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と
で
あ
る
。
悌
圏
が
新
増
税
を
行
っ
た
に
拘
ら
や
逆
に
牧
入
の
減
少
を
見
た
る
極
端
な
る
揚
合
は
別
問
題
と
し
て
、
英
国
の
増
税
額

が
大
友
る
に
反
し
(
増
税
が
起
債
の
二
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
)
、
濁
遜
の
増
役
瀬
が
起
債
額
に
比
し
小
友
る
事
(
府
税
が
起
債
の
九
パ

l

セ
ン
ト
)

が
目
に
つ
く
の
で
あ
る
。

北
支
事
件
が
勃
後
し
支
那
事
費
に
摘
大
ず
る
に
及
び
賀
屋
大
蔵
大
臣
は
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
の
財
源
七
十
四
億
二
千
六
一
白
六
十

六
高
閣
の
中
で
公
債
金
に
六
十
八
億
八
千
七
百
五
十
四
寓
闘
を
求
め
、
四
億
四
千
五
百
五
十
三
寓
闘
(
一
般
合
計
と
閥
東
局
、
墓
補
問

線
督
府
、
朝
鮮
鳩
傍
府
、
樺
太
胞
の
各
特
別
曾
計
と
よ
り
繰
入
、
北
支
事
件
特
別
検
)
を
租
税
よ
り
、

五
千
六
百
寓
闘
(
帝
園
餓
道

特
別
曾
計
、
場
倍
事
業
特
別
合
計
よ
り
深
入
)

九
佐
官
業
牧
入
よ
り
仰
い
で
ゐ
る
。
租
税
は
公
償
金
の
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
営
っ
て
ゐ
る

只
今
ま
で
わ
所
で
は
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
が
抽
出
法
よ
り
経
費
を
ゆ
J

〈
し
従
勺
て
旭
川
旧
紙
も
少
く
な
る
告
で
あ
あ
c

殺
に
増
税
制
酬
は

議
想
以
上
の
自
然
増
収
を
貸
す
筈
で
あ
る
。
結
局
の
所
は
増
税
摘
は
起
債
額
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
に
な
る
か
も
知
れ
左
い
。

営
局
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
園
償
の
消
化
が
順
調
に
進
み
、
起
債
を
主
と
す
る
財
源
調
達
方
法
が
些
の
副
作
用
を
も
財
界
に
粛
し
て

ゐ
な
い
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
問
題
は
寧
ろ
今
後
に
存
し
て
ゐ
る
。
昭
和
十
四
年
度
強
算
を
編
成
す
る
に
蛍
り
従
来
週
り
の
比
率
?
起

債
と
増
税
と
を
併
行
さ
し
て
行
っ
て
宜
い
も
の
で
あ
ら
う
か
、
或
は
起
債
一
本
槍
で
進
ん
で
行
く
べ
き
か
、
叉
は
増
税
に
主
力
を
庄

ぐ
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
此
等
の
問
題
は
時
局
の
営
到
の
必
要
に
癒
じ
之
を
定
む
べ
く
決
し
て
公
式
論
的
に
解
決
す
べ
き
で
無
い
か
も

知
れ
友
い
。
然
し
日
本
財
政
に
課
せ
ら
れ
た
る
此
種
の
大
問
題
を
決
す
る
に
営
つ
て
は
、
臨
機
際
費
の
虎
置
の
外
に
先
づ
根
本
方
針

を
樹
立
し
之
に
基
い
て
進
む
事
が
何
よ
り
も
大
切
で
あ
る
。
と
れ
経
費
支
排
の
法
則
と
か
増
税
論
と
起
債
論
と
増
税
起
債
併
用
論
と

云
ふ
が
如
き
一
見
迂
遠
友
る
単
一
・
訟
を
歴
史
的
に
配
列
し
、
以
て
時
局
に
封
ず
る
心
構
を
定
む
る
資
料
た
ら
し
む
る
所
以
で
あ
る
。

起
債
噌
税
比
較
論

傍
四
十
七
巻

四
六
七

第
四
鵠

七



起
債
槍
稔
比
較
論

第
四
十
七
巻

四
六
八

第
四
披

A 

第
ニ

鰹
費
支
排
の
通
則
ー
と
鞍
費

粧
品
孔
と
牧
入
と
を
見
く
ら
べ
て
将
来
の
見
透
し
を
つ
け
て
行
く
事
が
園
家
財
政
に
と
り
最
も
必
要
な
る
事
で
あ
る
。
経
費
支
解
の

法
則
は
恰
も
此
種
の
研
究
で
あ
っ
て
財
政
金
慌
を
指
導
し
て
行
〈
原
理
を
定
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
戦
争
の
現
賓
が
図
際
公
法
の

原
理
を
同
党
改
す
る
が
如
く
戦
時
財
政
の
資
情
が
経
費
支
排
の
法
則
を
規
定
し
て
行
ぐ
の
で
る
っ
て
、

経
費
支
緋
の
法
則
が
戦
時
財
政

ど
導
い
℃
行
く
も
の

J

じ
な
い
と
一
五
ふ
議
論
も
一
行
は
れ
て
ゐ
る
。

同
際
公
法
が
凶
内
法
の
如
舟
一
強
制
力
仕
持
た
な
い
が
如
〈
、

市
山
工

kr、
ト
切
ら

'qra主
一
王

帥
加
の
法
則
は
往
々
に
し
て
無
臥
せ
ら
れ
勝
ち
で
あ
る
。
然
し
此
事
は
経
費
支
緋
の
法
則
を
全
面
的
に
否
定
す
る
事
と
た
ら
た
い
。
経

費
支
油
開
の
法
則
友
る
も
の
は
存
在
し
て
ゐ
る
の
で
る
る
が
、
種
々
の
事
情
の
矯
め
に
共
の
働
き
が
一
部
停
止
せ
ら
れ
て
ゐ
る
迄
で
あ

る
。
而
し
て
経
費
支
緋
の
法
則
を
全
く
無
脱
し
た
財
政
は
飴
程
の
特
殊
事
情
が
無
い
限
り
好
都
合
に
動
か
た
い
の
で
あ
る
。

材
料
費
支
耕
の
法
則
に
つ
い
て
先
づ
注
意
す
べ
き
は
、
国
家
の
歳
出
を
経
常
費
と
臨
時
費
と
に
分
つ
事
と
園
家
の
歳
入
を
経
常
枇
入

と
臨
時
牧
入
と
に
分
つ
事
と
が
前
提
と
な
っ
て
ゐ
る
。
但
し
臨
時
費
な
る
言
葉
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
、
不
規
則
的
経
費
と
云
ふ

言
葉
を
用
ひ
る
筆
者
も
あ
る
。
現
代
図
家
に
於
て
経
常
牧
入
の
大
宗
は
租
税
で
あ
り
、
臨
時
牧
入
の
主
左
る
も
の
は
公
債
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
歳
入
と
歳
出
と
が
形
式
的
に
於
て
均
衡
を
保
っ
て
ゐ
る
事
で
満
足
す
ぺ
き
で
無
〈
、
経
常
費
及
び
臨
時
費
の
内
容
に

従
っ
て
租
税
と
公
債
と
が
調
和
を
と
っ
て
ゐ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
経
費
支
排
の
法
則
の
一
例
と
し
て
モ
ル

-r向

c=
の
四
原

日リ
そ
基幹
げ
る
と
さ欠
の
宜口
く
で
あ
る

第
一
、
経
常
費

2
含
E

円一一口一
5
k
r
z
E向
μ
r
m
z

(
官
吏
の
俸
給
公
債
の
利
子
等
)
は
経
常
牧
入
に
よ
っ
て
支
排
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
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第
二
、
経
常
費
な
ら
ば
一
時
的
の
も
の
に
で
も
号
沿
Z
Z
E
E
-
2
3
戸
一
一
清
〉
口
元
同
宮
=
(
建
造
物
、
船
舶
の
修
繕
劃
首
等
)
経
常
牧

入
に
て
支
排
す
べ
し
ロ

第
三
、
不
規
則
的
に
し
て
非
牧
続
性
の
経
費
=
-
o四
Z
5
3
三
与
ご
2
5
2
。
吉
認
さ
ヨ
(
災
害
復
蓮
費
、
戦
費
等
)
は
経
常
収
入
を

以
て
支
排
す
ぺ
し
。

第
四
、
不
規
則
的
に
し
て
牧
盆
性
あ
る
経
費
一
-
3
モ
-
u
z
z
z
p
r
z
Z
2
F
O
E
-
ω
-
k
z
m
拘ち
2
(
銭
道
建
設
費
等
)
は
臨
時
牧
入

依‘

に
て
支
排
し
て
も
差
女
友
し
っ

と
一
戸
ふ
の
で
あ
る
。

以
上
向
つ
の
法
則
は
府
則
的
に
は
承
認
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て

現
に
濁
滋
凶
京
法
第
八
十
七
僚
に
は
夫

の
況
定
日
設
け
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

猪
逸
国
憲
法
第
八
七
傑

図
債
ハ
非
常
ノ
需
要
ア
ル
場
合
一
一
隈
リ
旦
成
ル
へ
ク
生
産
事
業
ノ
経
費
一
一
充
ツ
ル
矯
ニ
之
ヲ
起
ス
ヨ
ト

ヲ
得
(
『
B
d〈
司
泊
巾

L
g
閃
苫
〔
t
E
L
E
-
-
v
z
c
z
(
吉
一
-
円
。
一
言
『
r
o
-
P
C
的
自
『

Er--円
=n一
百
四
コ
]
W
O
L
P
『
『
ロ
コ
L
T
《
凶
作
『
河
O
R
O
]
ロ
ロ
『
「
Z
『
〉
E
宝
Zロ

N
Z
Z
『
r
o
E
g
N
Z
門
「
2
Z
E
5
9
3
2
L
0
3
)

然
し
モ
ル
の
四
法
則
を
仔
細
に
分
析
し
て
来
る
と
、
議
論
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
現
代
岡
家
財
政
は
閥
防
、
法
務
、
教
育
、
幅

利
施
設
等
の
閤
家
で
無
け
れ
ば
出
来
ぬ
仕
事
に
闘
係
し
で
ゐ
る
が
、
同
時
に
私
経
済
と
共
通
し
て
官
有
財
産
を
省
し
官
業
を
営
む
と

云
ふ
牧
盆
性
の
方
商
に
も
手
を
伸
ば
し
て
ゐ
る
。
公
債
か
租
税
か
の
議
論
は
園
家
で
左
け
れ
ば
出
来
ね
仕
事
だ
け
に
限
り
、
官
有
財

産
官
業
と
云
ふ
が
如
き
別
の
範
憶
に
属
す
る
部
門
に
つ
い
て
は
之
を
問
題
の
外
に
置
〈
ぺ
し
と
云
ふ
の
で
あ
や
此
の
理
論
を
推
し

進
め
て
行
〈
と
、
「
牧
盆
性
あ
る
経
費
」
を
問
題
と
し
て
ゐ
る
モ
ル
の
第
四
法
則
は
経
費
支
耕
の
法
則
よ
り
脱
落
す
る
の
で
あ
る
。

起
債
脅
枕
比
較
論

第
四
十
七
巻

四
六
九

第
四
競

九

( /、
日
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起
債
帯
稔
比
較
論

第
四
十
七
巻

O 

第
四
競

四
七

O

経
費
支
排
の
法
則
と
し
て
最
も
無
難
な
る
は
第
一
の
「
経
常
費
は
経
常
収
入
に
よ
っ
て
支
耕
せ
ら
る
べ
き
で
る
る
し
の
法
則
で
る
つ

て
、
本
法
則
に
つ
い
て
は
問
題
が
左
い
c

第
二
の
法
則
も
、
形
式
的
に
は
臨
時
費
と
友
つ
て
ゐ
て
も
賞
質
的
に
は
経
常
費
に
属
す
る

も
の
は
経
常
収
入
で
之
を
支
排
す
ぺ
し
と
云
ふ
の
で
あ
っ
て
、
第
一
の
法
則
の
撰
張
と
し
て
承
認
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
経
費
支
排
の
法

則
と
し
て
、
製
者
が
「
経
常
費
は
経
常
牧
入
に
て
支
排
す
べ
し
」
と
か
「
経
常
牧
入
は
経
常
費
を
支
排
す
る
を
以
て
最
下
限
と
す
」
と
か

五
ふ
の
は
此
の
考
に
基
い
て
ゐ
る
。

旬

、

i

曽

7
:
;
z
i
l
-
-
4
z
l
:
・
)

カ
〈
て
第
匹
が
如
、
は
閉
山
v
初
叫
州
問
附
布
r-
管
分
以
外

ι
も
ru
と

L
て
一
庖
じ
別
代
」
ど
を
占
官
官
ハ
友
一
担
問
、
と
心
身
-
一
が
削
ハ
ユ
」

ω定
V33」

し
て
之
を
承
認
す
る
事
と
た
る
か
ら
、
残
り
は
第
三
の
法
則
で
あ
る
。

経
費
支
排
の
法
則
は
卒
時
に
は
徐
り
用
の
無
い
も
の
で
あ
る
。
自
明
の
理
と
し
て
港
守
し
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
非
常
時
に
入

っ
て
始
め
て
役
立
つ
事
と
怒
る
、
時
局
の
必
要
に
迫
ら
れ
往
々
に
し
て
破
ら
れ
る
艮
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
の
法
則
で
最
も
大

切
友
の
は
戦
費
で
あ
る
。
戦
費
を
専
ら
経
常
牧
入
で
支
地
析
す
べ
し
と
一
五
ふ
事
は
現
賓
の
事
情
が
之
を
詐
さ
や
勢
ひ
公
債
に
依
存
す
る

コ
ル
ム

h
G
r
z
の
如
き
は
、
戦
時
財
政
は
経
常
費
す
ら
臨
時
牧
入
で
支
排
す
る
事
賓
の
あ
る
事
を
拳
げ
て
ゐ
る
程
で
る

事
と
友
る
。

る
d

そ
弓
か
と
云
っ
て
最
狭
義
の
戦
費
を
公
債
で
賄
ふ
事
は
之
を
許
す
と
し
て
も
最
庚
義
の
戦
費
ま
で
公
債
で
文
排
す
る
事
と
友
る

と
、
公
債
政
策
そ
れ
白
憶
が
行
詰
る
虞
が
あ
る
。

モ
ル
の
第
三
法
則
は
之
を
共
催
に
承
認
す
る
事
が
出
来
な
い
。
特
に
戦
費
を
支
排
す
る
に
起
債
を
以
て
す
る
か
増
設
を
以
て
す
る

か
は
財
政
事
者
に
於
て
古
く
よ
り
争
は
れ
た
る
問
題
で
あ
る
。
以
下
、
増
税
論
と
起
債
論
と
の
代
表
的
意
見
の
輪
廓
を
明
か
に
し
た

ぃ
。
街
、
起
債
に
つ
い
て
は
専
ら
内
園
債
に
問
題
を
限
り
外
園
債
に
関
し
て
は
原
則
と
し
て
之
に
燭
れ
な
い
。

Wa r Finance (Encyclopaedia of ~フ叫凶 Sciences， Vol. 1!;). Gerh町 dColm; 4) 



第
三

増
税
論
と
起
債
論

戟
費
支
排
の
財
源
と
し
て
先
づ
考
へ
ら
れ
た
の
は
戟
争
準
備
金
と
公
債
と
の
比
較
論
で
る
っ
て
過
去
の
皐
界
に
於
て
相
営
の
波
紋

を
投
げ
た
も
の
で
あ
る
。
戦
争
準
備
金
の
最
近
の
賓
例
と
し
て
此
位
界
大
戦
営
時
に
於
け
る
澗
逸
の
帝
同
軍
資
金
三
億
飴
臓
を
皐
げ

る
事
が
出
来
る
が
、
共
れ
以
外
に
於
て
は
大
し
た
財
源
と
な
っ
て
ゐ
友
い
。
印
ち
戦
争
準
備
金
と
公
債
と
の
選
探
論
は
過
去
に
屈
し

現
賓
の
問
題
と
し
て
は
戦
費
の
財
源
を
専
ら
起
債
に
求
む
べ
し
と
云
ふ
起
債
論
と
戦
費
を
新
増
税
で
賄
ふ
べ
し
と
云
ふ
増
税
論
と
が

針
立
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

増
税
論
の
代
表
的
の
一
飢
a
者
と
し
て
先
づ
皐
ぐ
べ
き
は
リ
カ
ア
ド
ウ

司
令
本
論
文
は
千
八
百
二
十
年
に

の
公
債
論
]
山
V
Z
4
g
g
o
p
-
M
L三
崎
々
m
H
O
E
ーで

あ

M
J
V
 

」門戸

MnMH=
ー一。

間
一
ロ
円
同
円
一
手
間
国
O
A
一
宮
出
国
』
戸
川
5-nmH

の
第
六
版
に
寄
祈
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
営
時
の
央
闘
に
於
て

此
戦
費
を
支
排
す
る
矯
め
の
公
債
山
積
し
其
の
公
債
が
英
闘
の
経
済
生
活
に
重
大
友
る
弊
容
を
輿
へ
た
る
事
を
痛
感
し
、
リ
カ
ア
ド

ウ
が
公
債
論
を
公
け
に
し
た
の
で
あ
る
。
本
論
文
は
先
づ
十
八
世
紀
上
り
十
九
世
紀
に
至
る
英
園
財
政
に
つ
き
周
密
な
る
措
局
を
試

み
、
更
に
山
積
す
る
公
債
を
償
還
す
る
偽
め
に
英
闘
が
講
じ
た
る
無
数
の
針
策
を
説
明
し
且
勺
之
に
剖
し
鋭
い
批
判
の
訪
中
を
加
へ
て

ゐ
る
。
彼
に
従
へ
ば
、
戦
費
は
必
や
新
増
税
に
よ
り
支
排
す
べ
く
此
間
に
何
等
の
安
協
を
も
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。
印
ち
、
借
り
る

と
云
ふ
事
は
永
遠
に
扶
換
を
浸
す
も
の
で
あ
っ
て
、
金
利
を
引
上
げ
持
賃
を
引
下
げ
る
結
果
を
粛
す
。

一
副
の
経
費
を
私
経
費
と
公

経
費
と
に
分
つ
べ
〈
ん
ば
増
税
は
私
経
費
を
減
じ
公
経
費
を
増
す
唯
一
の
方
法
な
り
と
云
ふ
事
が
出
来
る

3

も
し
此
際
に
私
経
費
を

減
や
る
事
が
出
来
友
け
れ
ば
、

必
然
的
に
貧
窮
が
訪
れ
る
も
の
と
シ
リ
ラ
ス
が
設
明
を
加
へ
て
ゐ
る
。

リ
カ
ア

γ
ウ
の
曲
学
設
か
ら
最

起
債
者
積
比
較
論

第
四
十
七
巻

四
七

傍
回
続

1・R.M'C<!lJoch， ESQ.; The Work; of Dr川 dRicardo， ESQ.， M. P. p. 
3一目548.
邦言畢はりカァ rゥ軍事公債諭(三岡村ー郎、井芋3主権共謀)にして・潤逸課ほ Das
Staab:;~ch111denproblem (K. Diehl U，. p" Mombertの経済事教科書第十六巻)

に*-められてゐる。
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起
債
噌
税
比
較
論

も
強
い
影
響
を
受
け
た
寅
際
政
治
家
は
グ
ラ
ツ
ド
ス
ト
ー
ン

第
四
十
七
巻

。一回

E
C
5
で
る
っ
て
、
リ
カ
ア
ド
ウ
の
迎
1

一
酬
を
或
程
度
ま
で
官
接
に

四
七

第
四
披

ろ
つ
し
た
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
街
、
注
目
寸
ぺ
き
は
パ
ス
テ
ー
ブ
ル

を
持
し
之
を
主
張
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。

の
如
き
近
代
の
財
政
問
学
者
が
す
カ
ア

V
咋
流
の
考

E
-
-
J
d
p
 

umH山
戸

mHE，t

リ
カ
ア
ド
ウ
の
増
税
論
と
反
叫
引
の
す
一
揚
を
と
る
も
の
=
と
し
て
デ
イ

1
千
エ
ル

}
M
O
-
N
O

一
の
起
債
込
酬
を
摩
げ
ね
ば
た
ら
お

3

被
の
所

C
R
 

訟
は
千
八
百
五
十
五
午
に
公
け
に
せ
ら
れ
た
公
債
制
度
論
に
一
不
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
c

ヂ

イ

1
チ

t

ん
は
却
僚
に
闘
し
凡
て
の
献

也
、
目
厄
~
リ

1
4
Z』

'

F

j

;

2
》

O

K

ド
オ
在
b
H
E
F
仏
何
事
主

J
l
v
(
t
z

王
七
こ

3
r
k
h主
『
ヨ
二
月

v
士
三

Z
E
-
-
u
L
亡

t
コ
:
北
P
」

一

〆

ノ

〉

L
》

-zz

J
1
司
え
C
一

KE--E'日
ド
自
〈
J一
司
泊
走
6

J

b

J

t

か
去
L
1
1
L
L
O
F
t

主
」
-
Z
λ

t
こ
J
ぃ

:
r、

仇
M
W
仰
れ
一
引
仰
い

J

い
u
h

が
如
き
事
は
有
り
得
た
い
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
否
、
丈
化
の
高
度
に
稜
達
し
た
固
に
於
て
は
公
債
制
度
は
経
済
上
必
然
的
に
生
中
る

産
物
で
る
っ
て
公
債
な
く
し
て
は
健
全
友
る
進
歩
を
期
し
難
い
の
で
あ
る
c

印
ち
、
起
債
行
潟
が
あ
る
と
個
人
粧
品
円
に
於
て
用
途
を

見
出
さ
Y
る
現
存
の
遊
資
叉
は
之
が
動
機
と
友
っ
て
新
た
に
生
じ
た
る
遊
賓
が
共
同
経
済
に
移
さ
れ
、
之
に
よ
っ
て
個
人
経
済
に
て

は
満
足
し
得
ざ
る
欲
望
を
満
た
す
所
の
園
民
的
問
定
資
本
(
無
形
資
本
)
が
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
若
し
起
債
が
無
け
れ
ば
遊
資
は
宍

は
る
か
又
は
利
用
せ
ら
る
弘
事
少
く
、
新
た
に
資
本
の
棋
院
生
を
見
る
こ
と
が
無
い
じ
従
っ
て
起
債
は
剛
氏
経
済
に
最
も
有
益
に
し
て

E
つ
E
常
た
る
も
の
で
あ
る
c

此
の
費
本
に
よ
り
て
図
民
的
問
定
資
本
が
作
ら
る
h
A

が
故
に
資
本
の
減
却
に
あ
ら
hr
し
て
再
生
産
で

あ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
c

要
す
る
に
公
債
は
園
富
を
害
せ
ざ
る
の
み
か
起
債
の
方
法
宜
し
き
を
得
ば
岡
宮
の
躍
進
的
設
展
を
促
す
事

と
な
る
。

デ
イ
1
千
エ
ル
は
決
し
で
凡
て
の
経
費
を
公
債
で
賄
ふ
ぺ
し
と
云
ふ
の
で
な
く
-
経
常
突
は
租
税
に
て
支
排
す
ぺ
し
r

と
一
古
ふ
第
一

法
則
と
「
臨
時
費
は
園
債
に
て
支
排
す
ぺ
し
ー
一
と
云
ふ
第
二
法
則
と
を
掲
げ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
公
債
が
問
題
と
な
る
の
は
専
ら
踊

6) Shirras; Science of Public Finance p. 160， 790. 
7) B出 tablej Public Finance， p. 670-671. 

S) Carl DietzeJ; Das System der Staabanleihen. 
関毘庭澄;デイー千"'"'レの会債論(車堅持寄論叢第三十四巻第四錠)
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時
費
に
つ
い
て
で
あ
る
。
臨
時
費
支
弊
方
法
と
し
て
彼
の
考
に

k
っ
て
ゐ
た
の
は
準
備
金
と
増
税
と
起
債
と
の
三
つ
で
あ
る
が
、
準

備
会
を
積
立
て
る
事
は
不
必
要
に
し
て
有
害
に
し
て
不
充
分
な
り
と
し
て
之
を
却
け
、
増
税
、
と
起
債
と
を
比
較
す
る
事
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
結
局
、
超
債
の
方
法
に
よ
る
事
が
草
に
許
さ
る
べ
し
と
云
ふ
に
止
ま
ら
や
多
〈
の
場
合
に
有
利
で
あ
り
必
要
で
あ
る
と
云

っ
て
わ
る
。
園
防
費
に
つ
い
て
見
る
に
、
経
常
的
岡
防
費
例
へ
ば
兵
力
維
持
費
と
臨
時
的
闘
防
費
例
へ
ば
直
接
戦
費
と
を
分
。
事
が

出
来
る
。
前
者
は
第
一
法
則
に
恭
き
租
枕
よ
り
文
地
問
し
、
後
者
は
第
二
法
則
に
基
き
公
債
に
て
支
併
す
ぺ
し
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
か

く
て
ヂ
イ
I
チ
エ
ル
は
公
債
に
相
官
の
意
義
を
認
め
、
租
税
制
度
と
共
に
|
|
公
債
を
慌
系
づ
け
る
事
に
よ
っ
て
1

1
公
債
制
度
を

樹
立
す
る
事
の
必
要
を
説
い
て
ゐ
る
。

デ
イ

l
チ
エ
ル
の
見
解
は
リ
カ
ア
ド
ヵ
ー
し
丸
信
く
針
照
的
の
立
揚
K
J
i
c
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
、
特
に
此
除
K
J
U
d
H心
す
へ
き
は
凡
て

の
経
費
を
公
債
に
で
支
併
せ
よ
と
一
エ
ふ
の
で
な
く
、
臨
時
費
は
之
を
公
債
に
て
賄
へ
よ
云
ふ
の
で
あ
る
。
現
に
第
二
法
則
「
臨
時
費

は
園
債
に
て
支
排
す
ぺ
し
」
の
次
に
一
か
く
し
て
起
し
た
る
図
債
の
利
子
は
課
税
に
て
支
出
帥
ふ
ぺ
し
」
と
附
加
し
、
公
債
務
行
の
限
度

を
示
し
て
ゐ
る
。
戦
費
に
つ
い
て
見
れ
ば
ゴ
戦
費
は
公
債
に
て
支
抽
析
す
〈
し
一
と
云
っ
て
ゐ
る
が
、
同
時
に
つ
戟
債
の
利
子
は
租
枕
に

て
之
を
支
擁
ふ
ぺ
し
一
と
云
ふ
事
に
友
っ
て
ゐ
る
。

第
四

増
穂
起
債
併
用
論

戦
費
を
増
税
に
仰
ぐ
ぺ
し
と
云
ふ
議
論
の
代
表
者
と
し
て
り
カ
ア
ド
ウ
を
挙
げ
、
戟
費
の
財
源
は
起
債
に
求
む
べ
し
と
一
玄
ふ
撃
設

と
し
て
デ
イ

l
チ
エ
ル
の
公
債
制
度
論
を
掲
げ
た
の
で
る
る
が
、
事
責
は
増
税
起
債
併
用
に
上
り
戦
費
が
賄
は
れ
て
ゐ
る
の
で
る
り

起
債
宥
稔
比
較
論

第
四
十
七
巻

四
七

第
四
競



起
債
帯
税
比
較
論

第
四
十
七
各

第
四
競

四

四
七
回

又
近
代
の
出
筆
者
の
多
〈
は
起
債
租
税
併
用
論
を
支
持
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

k
t「

Z
E

∞-ZFr
の
如
き
は
資
本
一
減
却
論
、
産
業
打
撃
弘
前
、
園
家
哀
微
論
並
に
圏
一
家
破
産
論
を
唱
へ
る
事
に

現
に
ア
、
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

ょ
っ
丸
公
債
悲
観
論
の
代
表
者
と
在
っ
て
ゐ
る
が
、
戦
費
支
排
の
賓
情
に
直
樹
し
て
は
起
債
の
止
む
な
き
を
認
め
ざ
る
を
得
左
い
の

で
る
る
。

出

E
2
p
o

は
ス
ミ
ス
を
増
税
寓
能
者
で
も
な
ぐ
起
債
高
能
論
者
で
も
た
く
問
者
の
仰
れ
に
も

属
す
る
と
云此
ζλσ〉
、，0)意

|調味
百』亡

iij託 方を
よて
りシ
ー欠 ツ
(7)ラ

文ス
4可
を

m 
し
ーて

ゐ
，る

Iヨ

「
平
時
に
節
倹
を
快
け
ば
戦
時
に
際
し
負
債
を
起
す
必
要
が
迫

る
。
さ
れ
ぽ
一
朝
戦
争
の
勃
溌
ず
る
や

U

平
時
の
絞
常
費
支
持
L
L
裂
す
る
庭
の
外
に
は
凶
庫
に
少
し
も
貨
幣
の
刺
訟
が
な
い
。

戦
If.jo 

に
は
卒
時
の
右
経
常
費
の
三
、
四
倍
の
経
費
が
園
防
上
必
要
と
在
る
、
従
っ
て
卒
時
の
経
常
収
入
よ
り
も
三
、
四
倍
の
収
入
を
要
す

る
乙
と
に
な
っ
て
く
る
。
そ
乙
で
園
家
元
首
は
そ
の
経
費
の
膨
脹
に
膝
巳
て
そ
の
牧
入
を
増
大
す
る
直
接
の
手
段
を
有
す
る

l
l有

ず
る
如
う
友
乙
と
は
殆
ん
ど
友
い
が
、
仮
り
に
目
疋
を
有
つ
も
の
と
偲
定
し
て
置
い
て
も
、
而
も
と
の
増
収
を
汲
出
す
可
き
源
と
し
て
の

租
税
枇
入
目
、

そ
の
課
税
後
恐
ら
〈
十
乃
至
十
二
ヶ
月
後
に
到
る
迄
で
は
嵐
庫
に
ム
一
這
入
り
始
め
た
か
ら
う
。
然
る
に
戦
争
勃
褒
の
蹄

聞
か
ら
、

い
左
寧
ろ
戦
争
の
勝
に
勃
愛
す
る
ら
し
い
様
子
あ
る
そ
の
瞬
間
か
ら
、
虹
叫
に
陸
軍
は
兵
員
の
増
加
を
要
し
、
海
軍
は
艦
隊

の
陸
棚
畿
を
要
し
、
守
備
隊
の
屯
営
す
る
都
曾
は
是
に
戒
巌
令
を
布
き
防
禦
欣
態
に
置
〈
と
と
を
要
す
る
も
の
に
し
て
、
定
の
陸
軍
、

こ
の
艦
隊
、

乙
の
衛
成
地
に
は
そ
れ
ぷ
¥
箪
器
弾
抑
制
宋
糧
食
を
支
給
し
な
け
れ
ば
左
ら
お
。

と
れ
故
一
時
の
猶
珠
も
容
さ
な
い
即
時
多

大
の
経
費
を
、
新
税
の
徐
々
絞
慢
友
る
牧
入
を
待
つ
限
友
か
る
可
き
、

な
ら
た
い
。

と
の
焦
眉
の
危
険
の
切
迫
す
る
際
聞
に
、
支
出
し
左
け
れ
ば

こ
の
常
国
の
緊
急
に
際
し
・
政
府
は
詮
方
た
く
借
入
金
を
起
す
の
一
外
復
他
に
何
等
の
侍
る
可
き
手
段
を
有
し
得
た
い
」

と

小川郷太郎博士;スミスの会債論(経梼論叢第十八"'i第一蹴)
Shirras; Science of Public Fi.nance p. 791. 
The ¥Vea1th of Nations， Book V. chiji.， CannaJ'. r;~dit. Vo1. ii・p.394-395 
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ス
ミ
ス
が
増
税
起
債
併
用
論
者
で
あ
っ
た
か
又
は
増
税
論
者
で
る
っ
た
か
に
つ
い
て
は
多
分
の
疑
問
が
存
し
て
る
の
で
る
る
が
、

最
近
の
財
政
撃
者
た
る
ピ
グ

1

2
を
ロ
シ
ツ
ラ
ス
の
如
き
は
明
瞭
に
増
税
起
債
併
用
論
を
唱
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

シ
ツ
ラ
ス
に
つ

い
て
は
暫
く
情
き
、
ピ
グ
!
の
風
情
設
を
窺
ふ
事
と
す
る
。

ピ
グ

l
は
経
常
費

ZEz--32『

2
ユ
2
3】
《
一
吉
苫
を
租
税
で
支
梯
ふ
べ
き
こ
と
(
前
掲
モ
ル
の
第
一
法
則
及
び
第
二
法
則
)
と
公

企
業
の
回
定
資
本
に
出
る
べ
き
経
費

2
3三
-
Z
2
2
2
E
5
0
Z
E
r
o
吉
一
》
一
一
戸
ヨ
V

「
ご
を
公
債
に
仰
ぐ
べ
き
こ
と
(
前
掲
モ
ル
の
第

四
法
則
)
と
に
つ
い
て
は
問
題
の
絵
地
が
友
い
も
の
と
し
、
非
牧
日
夜
的
臨
時
費

z
z
z
J
-
a
E
5
2
己
=
。
つ
円

PEO--一
2
円
河
口
(
一
四
百
円
宮
(
前

を
租
税
で
支
掛
ふ
“
へ
き
か
租
借
廿
調
遣
す
べ
き
か
を
問
題
に
し
て
ゐ
}
九
c

非
牧
ハ
耐
的
臨
時
究
の
代
表
的
の
も

帰
宅
ル
の
第
一
一
戸
別

の
は
戦
紫
で
あ
り
、

ね
っ
て
戦
時
'
を
租
枕
に
北
め
る
か
起
伯
K
J
m
此
る
か
町
主
安
L
じ
た
う
て
凍
る
c

ピ
グ
ー
に
よ
る
と
、
租
税
は
現
代
に
負
捻
を
課
し
公
債
は
将
来
に
負
婚
を
残
す
と
一
五
ふ
製
設
は
一
部
の
毘
浬
を
有
し
て
ゐ
る
が
大

穏
に
於
て
間
違
っ
て
ゐ
る
つ
そ
し
て
租
殺
の
方
法
を
左
る
か
公
債
の
方
法
を
と
る
か
の
問
題
は
戦
費
を
図
民
の
間
に
如
何
に
分
配
す

る
か
に
外
友
ら
ね
と
し
、
此
の
意
味
に
於
て
成
る
べ
く
戦
時
中
に
租
税
を
飴
計
に
徴
収
す
る
事
を
主
張
し
て
ゐ
る

J

た
と
へ
公
債
を
多

〈
し
租
税
を
少
ぐ
す
る
と
し
て
も
増
加
公
債
の
利
梯
及
び
遁
首
な
る
減
債
基
金
繰
入
金
よ
り
増
税
額
が
少
一
く
た
っ
て
は
友
ら
友
い
と

一
五
ふ
の
で
る
る
。
否
、
此
の
最
少
限
よ
り
遥
か
に
大
左
る
増
税
額
を
望
ん
で
ゐ
る
。
然
し
パ
ス
テ

1
プ
ル
の
増
税
論
に
劃
し
て
は
卒

時
は
共
の
民
現
を
認
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
戦
時
に
は
共
の
行
は
れ
難
い
事
を
唱
へ
て
ゐ
る
。
郎
ち
、
大
戦
争
が
勃
現
出
し
た
時
に
財

界
に
打
撃
を
奥
へ
る
事
少
〈
し
て
豆
大
た
る
牧
入
を
急
激
に
得
る
矯
め
に
は
起
債
の
方
が
増
税
よ
り
優
っ
て
ゐ
る
。
然
し
此
種
の
考

へ
は
大
戦
争
が
勃
護
し
た
最
初
に
於
て
云
ひ
得
る
事
で
る
っ
て
、
若
し
長
期
戦
に
入
る
虞
が
あ
る
時
に
は
速
か
に
増
税
の
詮
を
議
中

起
債
場
観
比
較
論

第
四
十
七
巻

王E

第
四
披

四
七
五

A. C. Pigou; Puhlie Finance. p. 231-2.::19 I2) 



起
債
噌
稜
比
較
論

第
凶
占
七
巻

四
七
六

第
四
翫

」ー
ノ、

る
必
要
が
あ
る
。
ピ
グ
ー
の
戦
費
支
緋
論
は
起
債
と
抽
出
税
と
の
併
用
を
主
張
し
て
ゐ
る
。
戦
突
の
中
で
経
常
的
の
も
の
を
増
枕
に
ぷ

め
て
ゐ
る
事
は
勿
論
で
あ
る
が
、
増
加
一
公
債
の
利
子
、
減
債
基
金
繰
入
街
を
も
増
税
に
仰
ぐ
べ
き
」
最
低
限
に
算
入
し
て
ゐ
る
。
此
の

最
低
限
を
超
へ
て
成
る
べ
く
租
税
額
を
増
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

第
五

起
債
増
税
謹
揮
の
標
準

I
H
J
p
f
〉

〉

ιナ
h
L
町

一

'
Vい
同
l
v
L
V
l
九、

1
1
2
7
1
-
3
1
V
B
d
l
u
l
l
-
小
4

仁

現
代
の
金
融
市
揚
は
絡
段
の
致
建
を
滋
げ
公
債
を
消
化
す
る
力
が
飢
く
た
っ
て
ゐ
る

リ
カ

ァ
ド
ウ
の
時
代
に
比
す
れ
ば
、
現
代
の
問
問
出
家
は
公
信
認
が
惇
く
公
債
の
償
還
利
排
に
到
し
責
任
を
重
ん
じ
て
ゐ
る
。

リ
カ
ア
ド
ウ
営

時
を
考
ふ
れ
ば
、
現
代
の
戦
争
は
念
速
に
大
規
模
の
生
産
力
擦
充
宇
一
必
要
と
し
公
債
に
よ
る
終
費
の
支
緋
が
必
要
と
在
っ
て
ゐ
る
。

こ
れ
現
代
岡
ー
家
に
於
て
戦
費
を
租
税
の
み
よ
り
仰
ぐ
事
が
出
来
な
い
所
以
で
あ
る
。

公
債
の
消
化
は
消
化
力
と
公
信
認
b

札
前
提
と
す
る
。
消
化
力
と
公
信
認
の
充
分
た
ら
ぎ
る
所
に
公
債
を
募
集
す
る
と
た
る
と
弧
制

公
債
に
訴
へ
ざ
る
を
得
友
く
友
る
。
任
意
公
債
の
強
化
が
思
は
し
〈
た
く
友
る
と
強
制
公
債
が
行
は
れ
る
。
公
依
は
任
意
的
の
も
の

租
税
は
強
制
的
の
も
の
と
云
ふ
立
前
で
従
来
の
財
政
機
構
が
出
来
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
強
制
公
慣
が
生
や
る
と
任
意
公
債
と
租
税

と
の
聞
に
更
に
新
た
な
る
第
三
の
範
時
を
生
中
る
事
と
な
り
、
三
者
の
闘
係
が
極
め
て
複
雑
と
左
る
。
賂
買
力
を
一
時
的
に
吸
牧
す

る
公
債
と
購
買
力
を
最
終
的
に
吸
収
す
る
租
税
と
の
二
う
の
範
鳴
を
前
提
と
し
て
議
論
を
進
め
て
行
き
た
い
。

増
税
論
で
あ
る
と
問
題
は
無
い
が
、
起
債
論
又
は
起
債
増
税
併
用
論
で
あ
る
と
、
任
意
公
債
の
消
化
が
問
題
と
た
る
。
公
債
に
任

意
的
に
陸
や
る
矯
め
に
は
利
排
、
償
還
に
劃
す
る
公
信
認
を
博
す
る
客
観
的
保
件
が
何
よ
り
大
切
で
あ
る
。
戦
債
の
底
分
方
法
と
し



て
ピ
グ

1
は
第
て
公
債
の
取
消

-
8
E
E
T
)コ
第
二
、
通
貨
膨
張

宜
額
の
資
本
課
徴
主
号
完

2
=
ヨ
ミ

2
3
5
2
d
第
三
、

の
四
つ
の
方
法
を
皐
げ
て

ぉ唱。
2mw二
。
ご
第
四
、
長
期
に
わ
た
る
経
常
税
∞
2
2
2
=
=
2同
r
p
E
Z
E
Z
H
2
2ミ

p-c長
官
。
ニ
2
一

ゐ
ヲ
町
。
第
一
の
公
債
の
取
消
は
公
債
の
民
衆
化
の
行
は
れ
て
ゐ
る
近
代
国
家
で
は
問
題
と
な
ら
た
い
。
第
二
の
通
貨
膨
脹
は
貯
蓄
奨

助
の
行
は
れ
て
ゐ
る
闘
で
は
断
じ
て
行
ふ
べ
き
で
友
い
。
結
局
、
第
三
の
資
本
深
徴
か
第
四
の
経
常
税
か
に
よ
る
外
は
な
い
。
第
三

の
資
本
課
徴
は
一
種
の
外
科
手
術
で
あ
っ
て
之
を
避
け
た
い
。
要
す
る
に
、

公
債
の
公
信
認
を
高
め
る
矯
め
に
は
経
常
税
の
増
税
が

財
政
の
定
一
伐
と
し
て
成
る
。

わ
く
て
起
貸
論
も
或
志
味
に
於
て
増
積
荷
と
な
る
の
で
あ
る
。
況
ん
や
遊
山
ら
干
し
て
再
び
峨
争

ω
起

る
山
県
の
あ
る
場
合
に
け
.
増
般
に
よ
っ
て
ゐ
山
を
成
る
吋
く
早
く
償
法
し
牌
来

ρ公
ば
消
化
力
を
岡
町
叩
貸
し
て
置
く
必
嬰
(
が
あ
る
。

と
れ
に
は
、
第
一
、
戦
裂
の
級
制
及
び
北
(
の
縦
縞
期

間
、
第
二
、
金
融
市
場
の
情
況
、
第
三
、
税
制
の
機
構
、
第
四
、
内
外
に
於
け
る
政
治
情
勢
が
決
定
力
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
ア
ダ

増
税
と
起
債
と
を
併
問
す
る
、
と
し
て
町
者
の
比
率
を
如
何
に
兎
む
べ
き
か
、

ム
ス

krrHE
は
‘
公
債
に
て
支
排
す
ぺ
き
額
は
、
戦
争
第
一
年
に
て
戦
費
の
全
部
、
戦
争
第
二
年
に
於
て
戦
費
の
大
部
分
、
戦
争

第
三
年
に
於
て
戦
費
の
小
部
分
を
占
む
ぺ
く
、
戦
争
第
四
年
に
於
て
は
一
切
公
債
を
起
し
て
は
た
ら
な
い
と
唱
へ
て
ゐ
る
。

こ
れ
第

一
の
繕
績
期
間
の
問
題
で
あ
る
。
濁
逸
が
世
界
大
戦
に
於
て
増
枕
に
手
間
取
っ
た
の
は
帝
閣
と
支
分
闘
と
の
関
係
が
一
元
化
し
て
ゐ

こ
れ
第
三
の
舵
制
の
機
構
の
問
題
で
あ
る
が
、
我
聞
に
は
此
種
の
障
害
そ
見
受
け
な
い
c

被
費
支
排
の
奇
ヂ
妙
子
は
筆
者
の
閥
畑
し
な
い
所
で
あ
る
。
過
去
百
数
十
年
に
わ
た
り
墜
者
の
聞
に
は

k
湛
の
起
債
増
税
比
鮫
諭

止
な
か
っ
た
矯
め
で
あ
る

3

が
行
は
れ
旦
つ
上
述
の
起
伏
榊
税
法
律
の
標
準
が
械
費
支
排
の
定
石
と
な
っ
て
ゐ
る
。
問
和
卜
同
年
度
珠
算
の
編
成
を
前
に
し
て
奇

手
妙
子
の
績
出
に
期
待
す
る
か
定
石
を
遵
守
す
る
か
、
こ
れ
起
債
と
増
税
と
の
組
合
は
せ
を
決
定
す
る
岐
本
問
題
で
あ
る
つ

起
債
者
続
比
較
論

第
四
十
七
巻

第
四
説

七

四
七
七
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